
技術等級認定料 改定表

１．新認定料の適用日

　　新認定料の適用日 令和8年4月1日

２．現行制度の認定期限

　　現在の認定料の適用は令和8年3月認定分まで

３．令和7年度大会実績による認定について

　　認定期間は対象大会より1年（対象大会の次年度開催より前）としていますが、 

　令和8年4月からの新認定料の適用にあたり、令和7年度大会実績による認定は令和 

　8年3月までに完了していただきますようお願いいたします。

　　会員登録システム上 令和8年4月1日からは新認定料が適用され、現行の認定料で

　の認定処理を行うこと ができません。
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